
  

 1 

                                      
                               
 

土地改良事業に関する各種技術基準について 
 
１．制定の目的・経緯 

○土地改良事業の実施に際し、計画策定、工事実施、施設管理の各段階において、技術
的な観点から遵守・考慮すべき事項及びその内容について、土地改良事業計画設計基
準、土地改良施設管理基準、指針、手引き等として制定。 

○これらの技術基準については、社会・経済情勢の変化や科学技術の進歩に応じて随時
改定。 

 
【各種技術基準の制改定の流れ】 
 

 
 
 
 

※１大臣の諮問及び審議会の答申は、土地改良事業計画設計基準・土地改良施設管理基準の場合。 
※２審議会（農業農村振興整備部会）の付託及び技術小委員会の報告は、「食料･農業･農村政策審

議会議事規則」第９条及び「農業農村振興整備部会における技術小委員会の設置について」の
４に基づく。 
 

２．各種技術基準の内容 
（１）土地改良事業計画設計基準・土地改良施設管理基準 

○「計画設計基準」は、土地改良事業を適正かつ効率的に実施するために定めた技術基
準。このうち、計画基準は遵守すべき調査・計画に関する基準を定めたものであり、
設計基準は遵守すべき工事の設計及び施工の基準を定めたもの。 

○「施設管理基準」は、国営土地改良事業で新築又は改築された国営造成施設の管理に
当たって遵守すべき一般的な事項を定めたもの。 

＜構成＞ 
○計画設計基準・施設管理基準については、基準書及び技術書から構成。 
○このうち基準書については、①基準本文（事務次官通知）、②基準の運用（農村振興

局長通知）、③基準の解説（課長通知）から構成。 
(農業農村振興整備部会の答申については、上記①～③のうちの「①基準本文」を構成す

るもの。） 
 

（参考）土地改良事業計画設計基準の構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）その他の技術資料 
○「指針」は、基準の一部についての詳述や開発段階にある技術等を内容とした技術参

考資料。 
○「手引き」は、土地改良事業等の実施にあたり、新たな課題に対応する取組を実施す

るための基本的な考え方等についてとりまとめた技術参考資料。 

 参考資料２ 
 

報 告 ※２

付 託 ※２

農林水産大臣
食料･農業･農村政策審議会
（農業農村振興整備部会）

技術小委員会

諮 問 ※１

答 申 ※１



  

 2 

３．制改定状況 
（１）土地改良事業計画設計基準・計画 

 
 
（２）土地改良事業計画設計基準・設計 

 
 

土堰堤 フィルダム
(S28.2) (S41.6) ダム ダム

(S56.4) (H15.4)
コンクリートダム コンクリートダム

(S27.12) (S40.10)

頭首工 頭首工 頭首工 頭首工 頭首工 頭首工
(S27.10) (S42.10) (S53.10) (H7.7)  (H20.3)  (R6.3)

水路工 水路工(その1) 水路工(その1) 水路工 水路工
(S29.12) (S45.11) (S61.5) (H13.2) （H26.3）

水路工(その2)パイプライン 水路工(その2)パイプライン 水路工(その2)パイプライン パイプライン パイプライン
(S48.3) (S52.10) (S63.3)(H10.3) (H21.3) (R3.6)

水路工(その3) トンネル 水路トンネル 水路トンネル
(S50.8) (H4.3)(H8.10) （H26.3）

道路 農道（その1） 舗装 農道（その1） 舗装 農道 農道 農道
(S30.12) (S48.3) (S52.10) (S57.3) (H1.4) (H6.2)(H10.3)  (H17.3)  (R6.3)

ポンプ場 ポンプ場 ポンプ場 ポンプ場
(S57.12) (H9.1)(H9.11) (H18.3) (H30.5)

平成21年度～令和８年度昭和30年代以前 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年～平成10年度 平成11年～平成20年度

灌漑 農業用水（水田） 農業用水（水田）
(S29.12) (H5.5) (H22.7)

畑地かんがい 農業用水（畑） 農業用水（畑）
(S57.8) (H9.6) (H27.5)

排水 排水 排水 排水
(S29.12) (S53.9) (H18.3) (R7.4)

河口改良
(S42.11)

区画整理 ほ場整備（水田） ほ場整備（水田） ほ場整備（水田）
(S30.12) (S52.1)(S59.1) (H12.1) (H25.4)

ほ場整備（畑） ほ場整備（畑）
(S53.9)(S59.1) (H19.4)

暗きょ排水 暗きょ排水 暗きょ排水 暗渠排水
(S30.12) (S54.7) (H12.11) (H29.5)

農道 農道（一部改定） 農道 農道
(S56.7) (S62.12)(H1.7.17) (H13.8)(H17.3)（H19.3） （R6.3）

(H6.2)

地すべり防止事業 農地地すべり防止対策 農地地すべり防止対策 農地地すべり防止対策

(S42.11) (H1.7) (H16.3) (R4.5)

昭和30年代以前 平成21年度～令和８年度昭和40年代 昭和50年代 昭和60年～平成10年度 平成11年～平成20年度
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（３）土地改良施設管理基準 

 
（４）その他の技術資料 

 

頭首工 頭首工
(H9.11) (R7.5)

ダム編 ダム編 ダム編
(H5.6) (H16.3) (R5.5)

排水機場編 排水機場編
(H8.3) (H20.9)

用水機場編 用水機場編
(H12.7) (H30.5)

平成5年度以前 平成6年～10年度 平成11年～15年度 平成16年～20年度 平成21年度～令和８年度

土地改良事業設計指針 ファームポンド

(H11.3)

土地改良事業設計指針 ため池整備

(H12.2)

土地改良事業設計指針 耐震設計

(S57.11)

土地改良事業設計指針 ほ場整備
（R8.４）

平成15年度以前 平成16年～20年度

環境との調和に配慮した事業実施
のための調査計画・設計の手引き

（ほ場整備（水田・畑））
(H16.5)

土地改良施設耐震設計の手引き
(H16.3)

土地改良事業設計指針 ため池整備

(H18.2)

平成21年度～平成31年度

農業農村整備事業における
景観配慮の技術指針

(R7.4)

農業水利施設の機能保全の手引き

（R5.3）

令和元年度～令和８年度

土地改良事業設計指針 ため池整備

（H27.5）

土地改良事業設計指針 耐震設計
（H27.5）

農業水利施設の機能保全の手引き

（H27.5）

農業農村整備事業における
景観配慮の技術指針

(H30.5)

農業水利施設の長寿命化
のための手引き

(H27.11)

環境との調和に配慮した事業実施
のための調査計画・設計の手引き

（ため池整備・農道整備・移入種）

(H15.4)

環境との調和に配慮した事業実施
のための調査計画・設計の手引き

（基本的な考え方・水路整備）
(H14.3)

環境との調和に配慮した事業実施のた

めの調査計画・設計の技術指針

(H18.3)

農業水利施設の機能保全の手引き

(H19.3)

農業農村整備事業における
景観配慮の手引き

(H18.8)

環境との調和に配慮した事業実施の
ための調査計画・設計の技術指針

(H27.5)
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  注１）表中の年月は制改定年月 
注２）      は現在、技術小委員会で審議中 




